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福 祉 事 業 規 程 の 改 正

福祉事業利用資格が変更となりました。

公益財団法人 日本教育公務員弘済会の会員制度規程が改正されました。それに伴い、次のとおり、鹿
児島支部においても福祉事業利用資格が変更となりました。

※　教弘会員とは、ユース教弘保険１０口以上又は新教弘保険（Ａ型・Ｂ型）１０口以上、新教弘保
険Ｓ型５口以上、新教弘保険Ｋ型１口以上の加入者とする。ただし、平成２２年度以前の教弘会
員は、引き続き教弘会員としての資格を得たものとするが、口数の無い教弘保険加入者は除く。　

（令和８年４月１日変更）

５０歳誕生祝贈与規程を新設しました。

「５０歳誕生祝」については、「３０歳誕生祝」、「４０歳誕生祝」と同様に、会員本人からの申請は不要で、
５０歳を迎えた年度内に５，０００円のクオカードを贈呈します。

★ご注意ください 教弘会員の福祉事業は、教弘保険を解約すると利用できなくなります。
ユース教弘保険……若年層向けの割安な保険料で大型保障＋災害割増特約

加入年齢：３４歳以下　　保険料：１０口　１，５１３円
新教弘保険Ａ型……教職員の相互扶助による割安な保険料で大型保障

加入年齢：３５歳以上～６０歳以下　　保険料：１０口　３，５１０円
新教弘保険Ｂ型……割安な保険料で大型保障＋災害関係特約
新教弘保険Ｓ型……健康状態上、新教弘保険Ａ型等に加入できない方のための５年満期の新教弘保険
新教弘保険Ｋ型……６５歳からの新教弘保険（８０歳まで保障）

○　公益財団法人日本教育公務員弘済会会員証（日教弘クラブオフ利用証）では、鹿児島支部が独自に実施している
福祉事業（祝金・見舞金贈呈、30歳誕生祝、40歳誕生祝、50歳誕生祝、宿泊施設利用補助、健診補助、芸術公演鑑
賞補助、料理の夕ベ参加補助、友の会）はご利用いただけませんので、ご留意ください。

日教弘をサポートする会員を募集しています。

 「たすけあい」の輪を広げよう。

※ 教弘保険に加入するには、下記の「日教弘クラブオフ」会員であることが必要です。
入会手続きはWEBからできます。（不明な点についてはジブラルタ生命保険LCにお問い合わせください。）
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